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経営所得安定対策における「子実用とうもろこし」の

適用拡大を求める意見書 

 

北海道における子実用とうもろこしの栽培は、道立総合研究機構

において転作田での土作りと適正輪作の確立を目指し、平成２０年

（２００８年）に研究を開始したのを端緒とし、空知、石狩管内な

どの農家が北海道子実コーン組合を設立したことや各ＪＡやホクレ

ンの取組、雑穀業者が加わって、現在では全道で約４００ヘクター

ルの栽培面積となっています。北海道は約１７万ヘクタールの転作

田を有するため、転作田で栽培する作物の経済性を高めることが水

田農業地域における極めて重要な課題です。 

道の施策として、高収益作物として各種野菜や花き類の作付振興

が展開され、大きな成果を上げています。一方、転作田の作付けの

大半を占める秋まき小麦と大豆では、作物の選択肢が少ないことか

ら、連作傾向が定着しています。そのため、連作とともに転換田特

有の透排水性不良に伴う生育不良や、各種土壌病害、難防除雑草発

生などが顕在化し、収量と品質が不安定となり生産者の所得の不安

定化につながっています。 

 子実用とうもろこしを導入した輪作体系は、多量の有機物のほ場

還元と透排水性改善による土作り、また雑草処理対策が進むことか

ら、麦類（秋まき小麦、春まき小麦）や豆類の収量と品質を飛躍的

に向上させ、各種野菜の生産向上にも寄与します。 

 また、子実用とうもろこしは病害虫防除が少ないため、他の作物

に類を見ない省力型作物であり、他の穀類が追随できない多収性作

物（９００ｋｇ以上/１０a）でもあります。 

 一方、子実用とうもろこしの経済性は、用途によって大きく左右

される現実があります。これは、経営所得安定対策上の問題で、戦

略作物助成、産地交付金における高収益作物等拡大加算、水田農業

高収益化推進助成などの措置が、子実を飼料用として利用する場合

に限り適用する方針であることに起因します。 



 

 

 北海道子実コーン組合は中堅・大手飲料メーカーと飲料用向け、

雑穀向けなどの用途展開を既に数百トン規模で展開しており、大手

製粉メーカーと連携したコーングリッツ加工を企画しています。 

 しかし、子実を食材加工原料に仕向けると経営所得安定対策への

適用を除外される現状は、新たな事業展開に向けた栽培面積の拡大

や設備投資への大きな障害になっています。加えて、飼料用であっ

てもインフラが整っておらず、安定した高収量化もできていないた

め、輸入品と比べ割高な単価を設定せざるを得ない状況があり、普

及が制限される要因にもなっています。 

 子実用とうもろこしは、土作りを進めながら畑作物や野菜の安定

生産に寄与し、それ自体も安定した生産が望める超省力作物である

ことから、その用途を問わず北海道農業の主要品目として位置付け

るべき作物であり、日本農業の課題とされている食料自給率の向上

にも大いに貢献できる作物です。 

 以上のことから国は、子実用とうもろこし生産とその利用を振興

するため、次の措置を講ずるよう強く要望します。 

 

記 

 

１ 経営所得安定対策において、戦略作物の飼料作物の一部として

ではなく、食用と飼料用の用途に関わらず単独の作物として子実

用とうもろこしを加えること。 

２ 畑作物の直接支払交付金の対象作物に食用と飼料用の用途に関

わらず子実用とうもろこしを加え、数量払、面積払の対象作物と

すること。 

３ 水田活用の直接支払交付金の、戦略作物助成、産地交付金のう

ちの高収益作物等拡大加算、水田農業高収益化推進助成における

対象作物の表記を改め、食用と飼料用の用途に関わらず子実用と

うもろこしを明記すること。 

 



 

 

４ 国内需要に対応するインフラ整備などを目的とした貯蔵・集出

荷施設整備、輸送の効率化、既存の農業施設等の再編利用に対応

する補助事業のメニューを拡充すること。 

 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

 

 

令和２年１２月１１日 

 

 

長沼町議会議長  平 井 儀 一 
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